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(57)【要約】
【課題】タッチパネルとしての機能を備えた部品点数が
少ない簡単な構造の無機ELパネルを提供する。
【解決手段】無機ELパネルは、第１及び第２電極3,4 で
表示パターン層５と蛍光体層６等を挟んだ構成である。
互いに交差する第１電極の第１分割電極3a,3b と第２電
極の第２分割電極4a,4b はマトリクス状の分割領域(1) 
～(4) を構成する。各分割電極に接続された抵抗Ｒでの
電圧の変化は押圧検出部11-14 が検出する。両電極を交
流電源10で駆動し、検出制御部20が制御信号Ｇで押圧検
出部の組合せを選択し、座標検出部25は入力された押圧
検出部の検出信号Ｏをデータと比較して押圧された分割
領域を判断する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも一方が透光性を有する一対の電極の間に絶縁性の表示パターン層と蛍光体層が
積層されてなる無機ＥＬパネルであって、
　第１方向に並ぶように分割された複数個の第１分割電極から構成される第１電極と、
　第１方向と交差する第２方向に並ぶように分割された複数個の第２分割電極から構成さ
れる第２電極と、
　前記第１電極と前記第２電極の間に設けられた絶縁性の表示パターン層と、
　前記第１電極又は前記第２電極と前記表示パターン層の間に設けられた蛍光体層と、
　前記各第１分割電極と前記各第２分割電極の間に接続された交流電源と、
　前記各第１分割電極及び前記各第２分割電極と前記交流電源の間にそれぞれ設けられた
複数の抵抗と、
　前記各抵抗ごとに設けられて前記各抵抗に流れる電圧の変化を検出して検出信号を出力
する複数の押圧検出部と、
　前記各押圧検出部に所定の組み合わせで順に制御信号を出力することにより前記各押圧
検出部から検出信号を出力させる検出制御部と、
　前記検出制御部の制御によって前記各押圧検出部が検出した検出信号の組み合わせから
前記第１電極と前記第２電極で構成される座標において何れの位置が押圧されたかを判断
する座標検出部と、
　を有することを特徴とする無機ＥＬパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無機ＥＬパネルに係り、特に、表示又は発光素子である無機ＥＬパネル自体が
タッチパネル装置としての機能を備えており、部品点数及び組立工数が少ない簡単な構造
の無機ＥＬパネルに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、無機ＥＬパネルは、少なくとも一方が透光性を備えた対面する平面状の一対の
電極の間に蛍光体層や誘電体層等を挟んだ多層構造となっており、駆動電源で一対の電極
の間に交流電場を印加し、誘電体層を介して蛍光体層を励起発光させて所望の発光表示を
得るように構成されている。
【０００３】
　下記特許文献１には、梨地処理により背景の映り込みを防止し、表示画面のぎらつきを
抑えることができるタッチ入力方式の液晶ディスプレイ装置の発明が開示されている。こ
の液晶ディスプレイ装置は、透明タッチパネルを液晶ディスプレイの前面に備えた構造で
あり、透明タッチパネルの最外板の前面が第１の梨地処理面であり、透明タッチパネルの
最外板と液晶ディスプレイとの間に存在する空気接触面（透明導電膜表面を除く）のうち
少なくとも一つの面を第２の梨地処理面としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２４１７９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示されたタッチ入力方式液晶ディスプレイ装置の発明によれば、接触に
より入力を行なう装置であるタッチパネル部と、発光体又は表示部としての液晶パネル部
との２部品から構成されているため、部品点数も多く、またタッチパネル部と液晶パネル
部を張り合わせて一体にする場合、間にごみなどが入らぬようにクリーンルーム等の設備
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が必要となり、また貼りつけた後に封止工程を加える必要がある等、生産工程上も手間が
かかった。
【０００６】
　本発明は、以上説明した従来の技術における課題を解決するためになされたものであり
、表示又は発光素子としての無機ＥＬパネル自体にタッチパネル装置としての機能を付加
することにより、部品点数及び組立工数が少ない簡単な構造の無機ＥＬパネルを提供する
ことを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載された無機ＥＬパネルは、
　少なくとも一方が透光性を有する一対の電極の間に絶縁性の表示パターン層と蛍光体層
が積層されてなる無機ＥＬパネルであって、
　第１方向に並ぶように分割された複数個の第１分割電極から構成される第１電極と、
　第１方向と交差する第２方向に並ぶように分割された複数個の第２分割電極から構成さ
れる第２電極と、
　前記第１電極と前記第２電極の間に設けられた絶縁性の表示パターン層と、
　前記第１電極又は前記第２電極と前記表示パターン層の間に設けられた蛍光体層と、
　前記各第１分割電極と前記各第２分割電極の間に接続された交流電源と、
　前記各第１分割電極及び前記各第２分割電極と前記交流電源の間にそれぞれ設けられた
複数の抵抗と、
　前記各抵抗ごとに設けられて前記各抵抗に流れる電圧の変化を検出して検出信号を出力
する複数の押圧検出部と、
　前記各押圧検出部に所定の組み合わせで順に制御信号を出力することにより前記各押圧
検出部から検出信号を出力させる検出制御部と、
　前記検出制御部の制御によって前記各押圧検出部が検出した検出信号の組み合わせから
前記第１電極と前記第２電極で構成される座標において何れの位置が押圧されたかを判断
する座標検出部と、
　を有することを特徴としている。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１に記載された無機ＥＬパネルを点灯する際には、交流電源により、第１電極の
各第１分割電極と第２電極の各第２分割電極の間に交流電流を印加する。第１電極と第２
電極の間に挟まれた蛍光体層のうち、絶縁性の表示パターン層の中で導電性があたえられ
た表示パターンに対応する部分のみが電圧を受けて発光し、蛍光体層による当該表示パタ
ーンの発光は透光性を有する第１電極又は第２電極を通して観察することができる。
【０００９】
　この無機ＥＬパネルの表示面は、互いに交差する方向に沿って分割された第１電極の第
１分割電極と第２電極の第２分割電極によって複数の領域に分割されてマトリクス状に構
成されている。この個々の領域を分割領域と呼ぶ。この表示面を使用者が指等で触れると
、触れた分割領域に相当する蛍光体層の一部が押圧されて厚さが一時的に減少し、抵抗値
が減少する。交流電源の交流電圧は一定であるため、当該分割領域の蛍光体層の抵抗値が
減少することにより、当該分割領域に相当する第１分割電極及び第２分割電極に流れる電
流値は増大する。その結果、当該第１分割電極に接続された抵抗に発生する電圧と、当該
第２分割電極に接続された抵抗に発生する電圧は、共に増大することとなる。その他の分
割領域が押されていなければ、その他の第１分割電極及び第２分割電極に接続されている
抵抗に発生する電圧には変化は生じない。
【００１０】
　この無機ＥＬパネルが交流電源によって駆動されている時、使用者が表示面の特定の分
割領域に触れると、当該分割領域に対応する第１分割電極及び第２分割電極にそれぞれ接
続された特定の抵抗では電圧が変化する。押圧検出部は、この電圧の変化を検出し、検出
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信号を出力することができる。一方、検出制御部は、交流電源による駆動中、各押圧検出
部を所定の組み合わせで順番に、かつ所定の周期で循環して走査しており、走査時には、
組み合わせた各押圧検出部に制御信号を出力することにより各押圧検出部が出力した検出
信号を座標検出部に入力させている。そして、座標検出部は、押圧検出部から入力された
検出信号の組み合わせから、第１電極と第２電極で表示面内に構成される座標において何
れの分割領域が押圧されたかを判断する。
【００１１】
　このように、本発明の無機ＥＬパネルによれば、発光表示用の交流電源を利用し、第１
電極と第２電極に対する電流制限用抵抗としても機能する各抵抗において電圧が変化する
のを検出することにより、表示面の何れの位置が押されたのかを判断することができる。
【００１２】
　また、押された分割領域では、蛍光体層の一部が押圧されて薄くなるため抵抗値が減少
するが、交流電源の交流電圧は一定であるため、電流値は増大し、その結果として当該分
割領域の発光輝度は増大する。すなわち、押された分割領域を座標検出部によって的確に
判断することができるとともに、押された分割領域が周囲に比べてより明るく発光するこ
とによって視覚的にも当該分割領域の押圧を確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る無機ＥＬパネルのパネル部における電極及び蛍光体層等
の積層構造と、パネル部と駆動電源との接続構造を主として示した構造及び配線図である
。
【図２】同無機ＥＬパネルにおけるパネル部のマトリクス構造と、制御部の構成を主とし
て示した回路図である。
【図３】同無機ＥＬパネルにおける押圧検出部の回路図である。
【図４】同無機ＥＬパネルにおける駆動タイミング図である。
【図５】同無機ＥＬパネルにおいて座標検出部が分割領域における押圧の有無を判断する
際に使用するデータであって、押圧検出部の検出信号の複数種類の組合せと、分割領域の
押圧の有無又は押圧された場合の分割領域の種類とをテーブル形式で対応させた表図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１～図５を参照して第１実施形態の無機ＥＬパネル１を説明する。本実施形態の無機
ＥＬパネル１は、表示部であるパネル部２と、駆動源も含めた制御部３０とを備えている
。そして、この無機ＥＬパネル１によれば、表示部であるパネル部２がタッチパネルも兼
ねており、パネル部２の特定位置に表示された表示画像等を使用者が触れることにより、
当該特定位置に接触があったことを検出することができる。
【００１５】
　まず、図１及び図２を参照して、無機ＥＬパネル１の表示部分であるパネル部２の構成
について説明する。
　本実施形態のパネル部２は分散型無機パネルである。図１に示すように、パネル部２は
、所定間隔をおいて対面する一対の電極である前面側の第１電極３と背面側の第２電極４
を有している。これら第１及び第２電極３、４の間には、前面側から順に、発光パターン
を区画するための絶縁性の表示パターン層５と、発光層である蛍光体層６と、絶縁のため
の誘電体層７が配置されており、これら一対の電極３、４と前記各層５、６、７が互いに
積層されて一体となり、全体としてパネル状又はシート状の発光素子を構成している。ま
た、これらの各層からなるパネル部２は、使用時の耐久性を高めるために、その全体を透
明な保護層８で覆われている。この保護層８は、接着性のある透明な樹脂フィルム等でパ
ネル部２の全体を覆い、これを熱圧着して形成されている。
【００１６】
　パネル部２の前面側となる第１電極３は、背面側の第２電極４と互いに対向する実質的
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に面状の一対の電極を構成する。第１電極３は光透過性を有する透明導電膜からなり、後
述する蛍光体層６の光が透過して前面側に照射されるようになっている。透明導電膜とし
ては、ＩＴＯ（インジウム錫酸化物) 、導電性ポリマー等の光透過性導電材料が挙げられ
る。
【００１７】
　パネル部２の背面側となる第２電極４は、例えば、アルミニウム合金、ステンレス合金
等の金属板または金属箔からなる。また、第２電極４は、Ａｌ、Ａｇ等の薄膜でもよい。
また、第２電極４として、第１電極３と同様の透明導電膜を用いてもよい。また、第２電
極４は、光を反射しやすい金属板、金属箔等であってもよい。その場合には、蛍光体層６
が発した光の一部は第２電極４で反射されて表示パターン層５、第１電極３へ向かい、こ
れらの層を通過して外部へと放射される。
【００１８】
　図２に示すように、前面側の第１電極３は、図２中に示す座標軸のＸ方向（第１方向）
に沿って２つの第１分割電極３ａ，３ｂに分割されており、各第１分割電極３ａ，３ｂは
微小間隔をおいてＸ方向に並んで配置されている。また、背面側の第２電極４は、図２中
に示す座標軸のＸ方向に直交するＹ方向（第２方向）に沿って２つの第２分割電極４ａ，
４ｂに分割されており、各第２分割電極４ａ，４ｂは微小間隔をおいてＹ方向に並んで配
置されている。従って、これら第１電極３の各第１分割電極３ａ，３ｂと、第２電極４の
各第２分割電極４ａ，４ｂは、前記座標軸のＸＹ平面に対して直交するパネル部２の視認
方向から見て、互いにマトリクス状に交差した配置となっており、４箇所の分割領域（１
），（２），（３），（４）を構成している。なお、図２中では、４箇所の分割領域の番
号（１），（２），（３），（４）はかっこ書きを省略して示している。詳細は後述する
が、パネル部２がタッチパネルとして機能する場合、この分割領域が接触位置として個々
に識別しうる最小範囲となる。なお、実施形態では、第１電極３と第２電極４をそれぞれ
２個の分割電極３ａ，３ｂ及び４ａ，４ｂに分けたので、接触した位置を識別できる分割
領域は４個であったが、もちろん各電極を３個の分割電極に分ければ分割領域は９個とな
るし、さらに各電極の分割数を大きくして分割領域の数を増やしても良い。
【００１９】
　第１電極３の下面には表示パターン層５が設けられている。表示パターン層５は、絶縁
体（誘電体）からなり、自身よりも誘電率が大きい誘電体または導体を含む表示パターン
形成液が浸透することにより、所望の表示パターンが形成される絶縁性の層であって、後
述するように、これよりも下層に配置される発光層の発光パターンを規定する層である。
表示パターンは、所望の手法で表示パターン層５（紙等）に浸透液を用いて画像形成する
ことにより作成できる。
【００２０】
　表示パターン層５は誘電率が５未満の低誘電率の物質からなることが望ましく、例えば
普通紙、再生紙、和紙等の紙が利用でき、さらに誘電率が紙などと同程度であれば、樹脂
繊維製織り布、樹脂繊維製不織布、樹脂メッシュを用いることもできる。さらに、低誘電
率の絶縁体（誘電体）で、浸透液が浸透可能な多数の孔を有する多孔質材料、例えば、多
孔質の樹脂フィルムを用いてもよい。
【００２１】
　表示パターンの形成に用いられる浸透液としては、導体である液体を用いることができ
る。具体的には、石鹸水等の純水ではない水、石鹸水とグリセリンとの混合液、水性イン
ク、エマルションインク、導電性インク等の導体を浸透液として用いることができる。ま
た、表示パターン層５９よりも誘電率が大きい誘電体を浸透液として用いることもできる
。
【００２２】
　前面側の第１電極３の側から見て、表示パターン層５の下側には、発光層である蛍光体
層６がある。この蛍光体層６は蛍光体を含んでおり、第１電極３と第２電極４との間に交
流電圧が印加されると、表示パターン層５に形成された表示パターンに対応する部分が発



(6) JP 2014-165122 A 2014.9.8

10

20

30

40

50

光する。
【００２３】
　蛍光体層６は、第２電極４の上面に誘電体層７を形成し、その上に蛍光体ペーストを塗
布して乾燥することで形成できる。蛍光体ペーストの塗布は、例えばスクリーン印刷法に
より行える。蛍光体層６は例えば４０～６０μｍ程度の厚さに形成する。蛍光体層６は半
透明である。
【００２４】
　蛍光体ペーストは、蛍光体粒子をバインダーに分散させたものである。蛍光体は、母体
となる無機組成物に微量の発光中心元素を添加したものである。無機組成物としては、Ｚ
ｎＳ、ＣａＳ等が用いられる。発光中心元素としては、例えば、Ｃｕ、Ｍｎ等の金属元素
が用いられる。無機組成物と発光中心元素との組み合わせにより、蛍光体層６の発光色が
決まる。
【００２５】
　誘電体層７は、第１及び第２電極３、４間のショート防止層であり、また上下の両層を
一体化するための密着層（粘着層）としても機能し、さらに上述したように蛍光体層６が
発した光の一部を第２電極４で反射して第１電極３側に照射するため、この誘電体層７も
光透過性を有している。
【００２６】
　次に、図２～図５を参照して、以上説明したパネル部２を発光駆動させるとともにタッ
チパネルとして機能させる制御部３０について説明する。
　図２に示すように、第１電極３の各第１分割電極３ａ，３ｂと、第２電極４の各第２分
割電極４ａ，４ｂの間には、交流電源１０が接続されている。また、各第１分割電極３ａ
，３ｂ及び各第２分割電極４ａ，４ｂと、前記交流電源１０の間には、それぞれ抵抗Ｒが
設けられている。この抵抗Ｒは、パネル部２の発光駆動時に第１電極３と第２電極４の間
に流れる電流を制限する機能を有するとともに、詳細は後述するが、タッチパネルとして
も機能するであるパネル部２において、特定の分割領域が押されたことを検出する検出抵
抗としての機能も有している。
【００２７】
　図２に示すように、前記各抵抗Ｒには、各抵抗Ｒに流れる電流を電圧の変化として検出
して検出信号を出力する押圧検出部１１、１２、１３、１４がそれぞれ設けられている。
図３に示すように、押圧検出部１１、１２、１３、１４は、代表して押圧検出部１１の構
造に示すように、抵抗Ｒに流れる電流を電圧に変換する電流電圧変換器１５を備えている
。電流電圧変換器１５は、後述する検出制御部２０から与えられる制御信号Ｇによって機
能し又は機能を停止するように制御される。この電流電圧変換器１５が出力した電圧信号
は比較器１６に与えられて所定の基準電圧と比較される。基準電圧の電圧値は、当該押圧
検出部１１及び当該抵抗Ｒに対応するパネル部２の分割領域が押圧されていない場合に、
当該抵抗Ｒに発生する電圧値に設定される。従って、電圧信号が基準電圧を越えた場合、
すなわち抵抗Ｒにおいて所定の閾値を越える電圧の変化（増大）があったと考えられる場
合には、比較器１６は検出信号Ｏを後述する座標検出部２５に出力する。
【００２８】
　図３に示すように、この比較器１６において前記電圧信号と比較される基準電圧は、抵
抗１７等を介して比較電圧端子１８に接続されたコンデンサ１９によって与えられる。コ
ンデンサ１９にはスイッチ２１を介して電流電圧変換器１５の出力側が接続されており、
必要に応じて、電流電圧変換器１５に制御信号Ｇを与えて機能させるとともに、図示しな
い操作パネル等からの操作により選択信号Sel をスイッチ２１に与えてその接点を閉じる
ことにより（図３中、実線で示した位置）、前述した必要な基準電圧を発生させるだけの
電荷をコンデンサ１９に蓄積することができる。
【００２９】
　なお、スイッチ２１を閉じてコンデンサ１９に必要な電荷を蓄積するタイミングとして
は、無機ＥＬパネル１を使用するために交流電源１０をＯＮとした場合（始動時）や、パ
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ネル部２の使用に伴って誘電体層７等が劣化した等の原因で回路を流れる電流値が変化し
た場合、また何らかの理由でコンデンサ１９の電荷が放電して所望の基準電圧が得られな
くなった場合等が考えられる。
【００３０】
　図２に示すように、制御部３０には、前記各押圧検出部１１～１４に制御信号Ｇ（ＧX1

，ＧX2，Ｇy1，Ｇy2）をそれぞれ出力することにより、前記各押圧検出部１１～１４から
検出信号Ｏ（ＯX1，ＯX2，Ｏy1，Ｏy2）をそれぞれ出力させる検出制御部２０が設けられ
ている。この検出制御部２０は、第１電極３の２つの第１分割電極３ａ，３ｂに接続され
ている２つの押圧検出部１１、１２と、第２電極４の２つの第２分割電極４ａ，４ｂに接
続されている２つの押圧検出部１３、１４とによる４種類の押圧検出部の組み合わせに対
して、所定の周期で順に制御信号Ｇを出力する。これによって、パネル部２の４つの分割
領域（１）～（４）に対応する第１分割電極３ａ，３ｂと第２分割電極４ａ，４ｂの組合
せごとに、分割領域（１）～（４）への押圧があったか否かを示す検出信号Ｏ（ＯX1，Ｏ

X2，Ｏy1，Ｏy2）の有無を周期的に確認することができる。
【００３１】
　図４のタイミングチャートを参照して、上述した検出制御部２０による押圧検出部１１
～１４の制御について説明する。
　検出制御部２０は、分割領域（１）～（４）の個数分（本実施形態では４）に相当する
駆動回数を１周期として、各分割領域（１）～（４）に対応する２個ずつの押圧検出部に
制御信号Ｇを出力している。分割領域（１）の検出時間では、分割領域（１）を構成して
いるのは第１分割電極３ａと第２分割電極４ａであるから、第１分割電極３ａに接続され
た押圧検出部１１に制御信号ＧX1を与えるとともに、第２分割電極４ａに接続された押圧
検出部１３には制御信号Ｇy1を与える。この時間に分割領域（１）に操作者の接触があり
、当該分割領域（１）がＯＮとされれば、図４中の同時間の位置に破線で示したように、
押圧検出部１１から検出信号ＯX1が出力されるとともに、押圧検出部１３から検出信号Ｏ

y1が出力される。
【００３２】
　同様に、分割領域（２）の検出時間では、分割領域（２）を構成しているのは第１分割
電極３ｂと第２分割電極４ａであるから、第１分割電極３ｂに接続された押圧検出部１２
に制御信号ＧX2を与えるとともに、第２分割電極４ａに接続された押圧検出部１３には制
御信号Ｇy1を与える。この時間に分割領域（２）に操作者の接触があれば、図４中の同時
間の位置に破線で示したように、押圧検出部１２から検出信号ＯX2が出力されるとともに
、押圧検出部１３から検出信号Ｏy1が出力される。
【００３３】
　同様に、分割領域（３）の検出時間では、分割領域（３）を構成しているのは第１分割
電極３ａと第２分割電極４ｂであるから、第１分割電極３ａに接続された押圧検出部１１
に制御信号ＧX1を与えるとともに、第２分割電極４ｂに接続された押圧検出部１４には制
御信号Ｇy2を与える。この時間に分割領域（３）に操作者の接触があれば、図４中の同時
間の位置に破線で示したように、押圧検出部１１から検出信号ＯX1が出力されるとともに
、押圧検出部１４から検出信号Ｏy2が出力される。
【００３４】
　同様に、分割領域（４）の検出時間では、分割領域（４）を構成しているのは第１分割
電極３ｂと第２分割電極４ｂであるから、第１分割電極３ｂに接続された押圧検出部１２
に制御信号ＧX2を与えるとともに、第２分割電極４ｂに接続された押圧検出部１４には制
御信号Ｇy2を与える。この時間に分割領域（４）に操作者の接触があれば、図４中の同時
間の位置に破線で示したように、押圧検出部１２から検出信号ＯX2が出力されるとともに
、押圧検出部１４から検出信号Ｏy2が出力される。
【００３５】
　なお、図４のタイミングチャートによれば、図中「初期値設定」と表示したように、時
間軸の最初の段階である装置の始動時に初期値の設定を行なっている。これは、前述した
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押圧検出部１１～１４のコンデンサ１９に必要な電荷をチャージして基準電圧を発生させ
るための操作である。すなわち、図示しない制御パネル等からの操作により選択信号Sel 
と、制御信号ＧX1、ＧX2、Ｇy1、Ｇy2をすべての押圧検出部１１～１４に与える。これに
よって、各押圧検出部１１～１４では電流電圧変換器１５から直流が供給されるとともに
、スイッチ２１の接点が閉じられて必要な電荷がコンデンサ１９に蓄積される。
【００３６】
　図２に示すように、制御部３０には座標検出部２５が設けられている。座標検出部２５
は、検出制御部２０の制御によって各押圧検出部１１～１４が検出した検出信号ＯX1，Ｏ

X2，Ｏy1，Ｏy2の組み合わせから、パネル部２において何れの分割領域が押圧されたのか
を判断する。すなわち、無機ＥＬパネル１の発光駆動時に、検出制御部２０が制御信号Ｇ

X1，ＧX2，Ｇy1，Ｇy2によって各押圧検出部１１～１４を制御した結果、各押圧検出部１
１～１４から検出信号ＯX1，ＯX2，Ｏy1，Ｏy2が出力されると、この検出信号ＯX1，ＯX2

，Ｏy1，Ｏy2は座標検出部２５に入力される。座標検出部２５は、図５に示すようなデー
タを記憶した記憶部を備えている。このデータは、押圧検出部１１～１４の検出信号ＯX1

、ＯX2、Ｏy1、Ｏy2の出力の複数種類の組合せ（１は出力有り、０は同無し）と、分割領
域の押圧の有無又は押圧された場合の分割領域の番号（領域番号の欄）とを対応させたテ
ーブルデータである。座標検出部２５は、押圧検出部１１～１４から入力された検出信号
ＯX1，ＯX2，Ｏy1，Ｏy2を、図５のテーブルデータと照合することにより、パネル部２の
どの分割領域が押圧されたのか、又は何れの分割領域も押圧されなかったのかを判断する
ことができる。判断結果は、図示しない表示部に表示してもよいし、その他の報知手段で
出力してもよい。
【００３７】
　次に、以上説明した構成における無機ＥＬパネル１の作用について説明する。
　無機ＥＬパネル１を点灯する際には、図示しない操作パネルを操作することにより、交
流電源１０のスイッチをＯＮとし、第１電極３の各第１分割電極３ａ，３ｂと第２電極４
の各第２分割電極４ａ，４ｂの間に交流電圧を印加する。第１電極３と第２電極４の間に
挟まれた蛍光体層６のうち、絶縁性の表示パターン層５の中で導電性が与えられた表示パ
ターンに対応する部分のみが発光する。蛍光体層６の当該表示パターンに対応した発光は
、透光性を有する第１電極３又は第２電極４を通して観察できる。
【００３８】
　無機ＥＬパネル１の表示面を使用者が指等で触れると、触れた分割領域に相当する蛍光
体層６の一部が押圧されて厚さが一時的に減少し、抵抗値が減少する。交流電源１０の交
流電圧は一定であるため、当該分割領域の蛍光体層６の抵抗値が減少することにより、当
該分割領域に相当する第１分割電極３ａ又は３ｂ及び第２分割電極４ａ又は４ｂに流れる
電流値は増大する。その結果、当該第１分割電極３ａ又は３ｂに接続された抵抗Ｒに発生
する電圧と、当該第２分割電極４ａ又は４ｂに接続された抵抗Ｒに発生する電圧は、共に
増大することとなる。その他の分割領域が押されていなければ、その他の第１分割電極及
び第２分割電極に接続されている抵抗Ｒに発生する電圧には変化は生じない。なお、使用
者の指等が表示面から離れれば、触っていた分割領域の蛍光体層６は弾性的に形状が回復
し、厚さが元に戻って抵抗値も元の値に戻る。
【００３９】
　例えば、図２において、駆動中に操作者が分割領域（１）に触れた場合を説明する。図
４の走査の１周期における分割領域（１）の検出時間では、検出制御部２０は、第１分割
電極３ａに接続された押圧検出部１１に制御信号ＧX1を与えるとともに、第２分割電極４
ａに接続された押圧検出部１３に制御信号Ｇy1を与えている。この時間に分割領域（１）
に操作者が接触すれば、図４中の同時間の位置に破線で示したように、押圧検出部１１～
１４から検出信号ＯX1が出力されるとともに、押圧検出部１３から検出信号Ｏy1が出力さ
れる。
【００４０】
　この検出信号ＯX1及びＯy1は座標検出部２５に入力される。座標検出部２５は、検出信
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号ＯX1及びＯy1が同時に出力された場合を図５に示すテーブルデータに当てはめ、その結
果、上から２行目の組合せに該当するとして分割領域（１）が押圧されたと判断する。そ
の他の分割領域が押圧された場合も同様にして判断する。
【００４１】
　このように、本実施形態の無機ＥＬパネル１によれば、発光表示用の交流電源１０を利
用し、第１電極３と第２電極４に対する電流制限用抵抗としても機能する各抵抗Ｒにおい
て電圧が変化するのを押圧検出部１１～１４で検出することにより、表示面のどの分割領
域が押されたのかを判断することができる。
【００４２】
　また、押された分割領域では、蛍光体層６の一部が押圧されて薄くなるため抵抗値が減
少するが、交流電源１０の交流電圧は一定であるため、電流値は増大し、その結果として
当該分割領域の発光輝度は増大する。すなわち、押された分割領域を座標検出部２５で的
確に判断することができるとともに、押された分割領域が発光部分であれば、その部分は
周囲の発光部分に比べてより明るく発光するので、視覚的にも当該分割領域の押圧を確認
することができる。
【００４３】
　以上説明したように、本実施形態の無機ＥＬパネル１によれば、発光駆動用の第１電極
３と第２電極４を、タッチパネルにおける接触検知用の検出電極と共用できるため、追加
の電極を設ける必要がない。また、押圧検出用の抵抗Ｒは、電流制限用の抵抗とも共用で
きる。従って、本実施形態によれば、従来に比べて部品点数が増加することがない。
【００４４】
　また、本実施形態の無機ＥＬパネル１によれば、発光部とタッチパネル部からなる従来
品の２層構造とは異なり、発光部である無機ＥＬパネルのみの１層で構成できるため、従
来型のパネルよりも薄形にできる。
【００４５】
　さらにまた、本実施形態の無機ＥＬパネル１によれば、電極が分割される事により、発
光している部分の低インピーダンスの影響（並列接続）を切り離す事ができ、非発光部へ
の影響を低減できるため消費電力の低減が可能となる。さらに、構造上、押圧による圧力
と電流変化から、アナログ的な圧力検知が可能となる。
【００４６】
　なお、本実施形態の無機ＥＬパネル１によれば、押圧検出部１１～１４に検出信号Ｏを
出力させるために、押圧検出部１１～１４の電流電圧変換器１５を、検出制御部２０から
の制御信号Ｇによって必要なタイミングでのみ作動するように制御していた。しかしなが
ら、押圧検出部１１～１４の電流電圧変換器１５は常時作動するようにしておき、検出制
御部２０からの制御信号Ｇによって必要なタイミングでのみ比較器１６の出力をＯＮとす
るように制御することとしてもよい。
【符号の説明】
【００４７】
　１…無機ＥＬパネル
　２…パネル部
　３…第１電極
　３ａ，３ｂ…第１分割電極
　４…第２電極
　４ａ，４ｂ…第２分割電極
　６…蛍光体層
　１０…交流電源
　１１～１４…押圧検出部
　２０…検出制御部
　２５…座標検出部
　３０…制御部



(10) JP 2014-165122 A 2014.9.8

　Ｏ，ＯX1，ＯX2，Ｏy1，Ｏy2…検出信号
　Ｇ，ＧX1，ＧX2，Ｇy1，Ｇy2…制御信号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Ｒ…抵抗

【図１】 【図２】
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